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あっ！地震だ！！

これからお互い
大変ですね。

助かったけど…

そうですね…

一方Bさんは…
地震保険で

補償されるんですね。
生活の安定に向けて
とても助かります！

火災保険には
入っているけど…

ホッ よかった

ところがAさんは…
えーーーー！

地震による損害は、
火災保険では補償
されないって！？

ガーン！
そんなぁ～

地震保険に入っているのと、入っていないのでは、
いざというとき大きな違いがあることをご存知ですか？

地震への備えは大丈夫ですか？備えて安心

（注）地震保険は単独で加入することはできず、必ず火災保険とセットでの加入となります。

地震による損害は、
「火災保険」だけでは補償されません。

「地震大国」とも呼ばれる日本において、避けることのできない
地震等のリスク。
あなたのお住まいは、地震等による損害に対して備えていますか？
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地震保険に加入していませんでした。 地震保険に加入していました。

「地震保険」の概要については裏面をご覧ください。

平成29年1月以降保険始期用

地震保険



火災保険だけでは補償されない、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。

地震による損壊 噴火による埋没津波による流失
地震保険を契約いただいていない場合は、地震等（地震・噴火またはこれらによる津波）を原因とする損壊・埋没・流失に
よる損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大を含みます）損害や、火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・
拡大した損害については保険金をお支払いできません※。
※地震火災費用保険金はお支払い対象となる場合があります。

地震による火災

地震保険の補償概要

50%
30%
10%

耐震等級3
耐震等級2
耐震等級1

❷耐震等級割引 ❸建築年割引 ❹耐震診断割引

50% 10% 10%割引率割引率 割引率 割引率

❶免震建築物割引

保険の対象 地震保険の対象は、
「居住用建物」および
「家財」です。

地震保険の保険金額は、セットで契約いただく火災保険の保険金額の30％～
50％の範囲内で設定ください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が
限度額となります。

保険金額の
設定

損害の程度によって、地震保険の
保険金額の100％、60％、30％、
5％をお支払いします。

（注）右表の損害に至らない場合には、保険金をお支払いできません。損害の程度で
ある「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に
従います。

※再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いて算出した金額
をいいます。

お支払いする保険金損害の程度

保険金の
お支払

●地震保険の保険料は、「建物の構造」「所在地（都道府県）」などにより異なります。
●地震保険には、建物の免震・耐震性能等に応じて、以下のいずれかの割引が適
用される場合があります。

保険料

（注1）上記の４つの割引は重複して適用することはできません。
（注2）割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。詳しくは代理店・扱者または

当社までお問合わせください。
●このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・住まいの保険（家庭総合保険）」
等のパンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせて
ご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、必要に
応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
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家財の補償も
お忘れなく！

全損のとき

大半損のとき

小半損のとき

一部損のとき

地震保険金額の100％（時価額※が限度）
地震保険金額の60％（時価額※の60％が限度）
地震保険金額の30％（時価額※の30％が限度）
地震保険金額の5％（時価額※の5％が限度）


